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フランス法における株主・アソシエの議決権

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権 

―
―
「
権
限
」
説
の
形
成
と
確
立
―
―

堀　
　

井　
　

拓　
　

也

一　

は
じ
め
に

二　
「
権
利
」
と
「
職
分
」「
権
限
」
の
区
別

　
　

―
―
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
の
議
論
の
展
開
―
―

　

1　

René D
avid

（
一
九
二
九
年
）

　

2　

Louis Josserand

（
一
九
三
九
年
）

　

3　

A
ndré Rouast

（
一
九
四
四
年
）

　

4　

Jean D
abin

（
一
九
五
二
年
）

　

5　

Paul Roubier

（
一
九
六
三
年
）

　

6　

小　

括

三　

Em
m

anuel Gaillard

（
一
九
八
五
年
）

　

1　

序　

説

　

2　

基
本
的
な
権
利
観

　

3　

株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
の
法
的
性
質

四　

結
び
に
代
え
て

一　

は
じ
め
に

　

わ
が
国
の
会
社
法
学
に
お
い
て
は
、
株
主
の
権
利
を
「
自
益
権
」
と
「
共
益
権
」
と
に
区
別
し
て
把
握
す
る
こ
と（

（
（

が
一
般
的
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
い
わ
ゆ
る
「
社
員
権
」
論
争
を
経
て
、
現
在
で
は
、
自
益
権
で
あ
れ
共
益
権
で
あ
れ
、
株
主
は
「
株
主
自
身
の
利

益
の
た
め
」
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
明
さ
れ
る（

（
（

。
共
益
権
の
中
心
を
な
す
株
主
の
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
も
異
な
る
説
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明
は
み
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る（

（
（

。

　

他
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
法
学
説
に
お
い
て
は
、
株
主«

actionnaire
»

（
（
（

・
ア
ソ
シ
エ«

associé
»

（
（
（

の
議
決
権
は
、
一
定
の
目
的
に
拘

束
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
充
足
す
る
た
め
に
行
使
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
職
分«

fonction
»

」
あ
る
い
は
「
権
限

«
pouvoir»

」
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
通
説
的
見
解
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た（

（
（

。
一
九
二
〇
年
代
に
こ
の
よ
う
な
見
解
を
提
唱

し
たRené D

avid

の
議
論（

（
（

を
契
機
と
し
て
、
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
は
「
権
利«

droit subjectif»

」（
（
（

な
の
か
、
そ
れ
と
も

「
権
限
」
や
「
職
分
」
な
の
か
、
と
い
う
形
で
現
在
に
至
る
ま
で
議
論
が
続
い
て
い
る（

（
（

。

　

本
稿
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
学
説
に
お
い
て
、
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
は
「
権
限
」
や
「
職
分
」
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
形
成
さ

れ
て
き
た
議
論
の
展
開
を
追
跡
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
①
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
か
け

て
展
開
さ
れ
た
⒜
「
権
利
」
と
⒝
「
職
分
」「
権
限
」
の
区
別
を
め
ぐ
る
議
論
（
二
）、
お
よ
び
、
②
以
上
の
議
論
の
批
判
的
検
討
を

踏
ま
え
て
、「
権
限
」
概
念
に
つ
い
て
「
自
律
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
認
め
、
最
も
精
緻
な
定
義
を
与
え
」（

（1
（

、
会
社
法
学
説
に
お
け

る
「
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
は
一
定
の
目
的
に
拘
束
さ
れ
る
」
と
い
う
考
え
方
の
形
成
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
、Em
m

anuel Gaillard

の
議
論（

（1
（

を
取
り
あ
げ
る
（
三
）。

　

Gaillard

を
は
じ
め
と
す
る
本
稿
が
取
り
上
げ
る
議
論
は
、
商
法
・
会
社
法
を
専
門
と
す
る
研
究
者
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま

た
、
必
ず
し
も
ソ
シ
エ
テ
・
会
社
に
お
け
る
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
の
行
使
に
の
み
フ
ォ
ー
カ
ス
を
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
の
法
的
性
質
を
検
討
す
る
現
在
の
会
社
法
学
説
に
お
い
て
必
ず
言
及
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
（
（1
（

、
フ
ラ
ン
ス
法
学
説
と
そ
の
展
開
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
議
論
で
あ
る（

（1
（

。Gaillard

が
⒜
「
権

利
」
と
「
権
限
」
と
を
ど
の
よ
う
に
区
別
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
⒝Gaillard

の
提
唱
す
る
そ
の
「
権
限
」
理
論（

（1
（

の
も
と
、
株

主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
の
行
使
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
を
み
て
い
く
こ
と
が
本
稿
の
主
た
る
目
的
と
な
る（

（1
（

。
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二　
「
権
利
」
と
「
職
分
」「
権
限
」
の
区
別
―
―
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
の
議
論
の
展
開
―
―

　

本
章
で
は
、Gaillard

が
批
判
的
検
討
の
対
象
と
す
る
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
か
け
て
展
開
さ
れ
た
「
権
利
」

と
「
職
分
」「
権
限
」
の
区
別
を
め
ぐ
る
議
論
を
通
時
的
に
概
観
し
て
い
く
。
い
わ
ゆ
る
権
利
本
質
論
と
も
関
わ
る
議
論
で
あ
る
。

1　

René D
avid

（
一
九
二
九
年
）（

（1
（

　

一
九
二
九
年
に
商
業
出
版
さ
れ
た
著
名
な
博
士
論
文
（
テ
ー
ズ
）
に
お
い
て
、D

avid

は
、
諸
権
利
を
二
つ
に
区
分
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
を
示
し
た
。
①
一
方
は
、
権
利
者
自
身
の
利
益
を
満
た
す
こ
と
を
目
的
に
行
使
さ
れ
る
こ
と
に
な
る«

droits-

pouvoirs»

で
あ
り
、
②
も
う
一
方
は
、
権
利
者
自
身
の
利
益
よ
り
も
他
者
の
利
益
が
優
先
さ
れ
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

«
droits-fonctions»

で
あ
る（

（1
（

。
②
に
分
類
さ
れ
る
権
利
は
、
憲
法
や
行
政
法
と
い
っ
た
公
法
分
野
だ
け
で
な
く
、
家
族
法
や
会
社

法
の
分
野
に
も
存
在
す
る
。
株
主
の
議
決
権
（
特
に
多
数
派
株
主
の
権
利
）
は
、
ソ
シ
エ
テ
の
利
益
の
も
と
で
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、

«
droits-fonction

»

と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

（1
（

。
そ
し
て
、D

avid

は
、
こ
の«

droits-fonctions»

で
あ
る
株
主
の
議
決

権
の
濫
用
に
際
し
て
、
行
政
法
判
例
に
お
い
て
生
成
・
発
展
し
て
き
た
権
限
濫
用«

détournem
ent de pouvoir»

法
理
を
応
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
論
じ
る（

（1
（

。
権
限
濫
用
法
理
と
は
、「
行
政
が
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
目
的
以
外
の
目
的
を
追
求
し
、
委

ね
ら
れ
た
権
限
を
そ
の
法
定
目
的
（fin légale

）
か
ら
逸
脱
（détourner

）
さ
せ
る
場
合
、
そ
の
行
為
は
「
権
限
濫
用
」

（détournem
ent de pouvoir

）
の
瑕
疵
を
帯
び
て
い
る
」（

（2
（

と
説
明
さ
れ
る
、
越
権
訴
訟
に
お
け
る
取
消
事
由
で
あ
る
。D

avid

は
次

の
よ
う
に
論
じ
る
。

　
「
す
べ
て
の
ア
ソ
シ
エ
の
間
の
関
係
を
規
律
す
る
こ
と
に
な
る
厳
格
な
信
義
誠
実
の
も
と
、
多
数
派
は
決
し
て
そ
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
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利
益
を
犠
牲
に
振
る
舞
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ソ
シ
エ
テ
全
体
ま
た
は
少
数
派
の
社
員
に
損
害
を
与
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
動
機
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
決
定
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。

　

権
限
濫
用
法
理«

détournem
ent de pouvoir»

は
、
ほ
ぼ
同
様
の
結
論
へ
と
至
ら
し
め
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
会
議
体
が
逸
脱
す
る

権
利
を
有
し
な
い
特
定
の
利
益
の
た
め
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
ソ
シ
エ
テ
に
お
け
る
会
議
体
の
す
べ
て
の
決
定
に
違
法
な
性
質
を
与
え

る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
存
在
意
義
で
あ
る
と
同
時
に
、
各
々
の
多
数
派
の
権
限
の
制
限
を
構
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。」（

（2
（

　

D
avid

は
博
士
論
文
が
商
業
出
版
さ
れ
た
の
と
同
じ
年
に
、
よ
り
明
確
に
、
以
上
の
権
利
二
分
論
に
基
づ
い
て
、
議
決
権
・
投
票

権
は
職
分«

fonction
»

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張（

（2
（

す
る
論
文
を
公
表
し
て
い
る
。D

avid

の
権
利
二
分
論
は
、Gaillard

が

「
権
利
」
と
「
権
限
」
の
明
確
な
区
別
を
試
み
る
に
際
し
て
、
最
初
に
引
用
す
る
見
解
で
あ
る（

（2
（

。
ま
た
、D

avid

は
、
株
主
・
ア
ソ

シ
エ
の
議
決
権
行
使
の
濫
用
の
問
題
に
つ
い
て
、
権
限
濫
用
法
理
を
応
用
し
て
そ
の
統
制
の
手
段
を
模
索
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
が

主
観
的
な
動
機«

m
obiles»

の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
具
体
的
な
要
件
と
効
果
を
検
討
し
た
。
彼
の
示
し
た
判
断
枠
組
み
は
、

「
多
数
派
の
濫
用
」
の
定
式
を
示
し
た
破
毀
院
商
事
部
一
九
六
一
年
四
月
一
八
日（

（2
（

と
極
め
て
整
合
的
で
あ
る（

（2
（

。D
avid

の
議
論
は
、

現
在
の
会
社
法
学
に
お
け
る
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
の
法
的
性
質
を
め
ぐ
る
議
論
の
出
発
点
と
し
て
も
位
置
付
け
ら
れ
る（

（2
（

。

2　

Louis Josserand

（
一
九
三
九
年
）（

（2
（

　

D
avid

の
権
利
二
分
論
の
背
後
に
は
、
民
法
学
者
で
あ
るLouis Josserand

の
権
利
論
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
二
七

年
と
一
九
三
九
年
に
出
版
さ
れ
た
そ
の
著
書“D

e l’esprit des droits et de leur relativité”

に
お
い
て
、Josserand

は
、
あ
ら

ゆ
る
権
利
は
そ
の
目
的«

but»

に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る（

（2
（

。
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「
す
べ
て
の
特
権«

prérogative
»

、
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
法
的
権
限«

pouvoir juridique
»

は
、
そ
の
起
源
、
そ
の
本
質
、
そ
し
て
、

そ
れ
ら
が
果
た
す
よ
う
に
運
命
付
け
ら
れ
た
使
命
に
お
い
て
も
、
社
会
的«

sociaux
»

な
の
で
あ
る
。」（

（2
（

　
「
ま
こ
と
に
組
織
さ
れ
た
社
会
で
は
、
い
わ
ゆ
る
権
利«

droit subjectif»

は
、
職
分
権«

droits-fonction
»

で
あ
る
。」（

（3
（

　

Josserand
は
、
そ
の
精
神
と
い
う
観
点
か
ら
権
利
を
（
1
）
利
己
的
な
権
利«

droit à esprit égoïste
»

と
（
2
）
利
他
的

な
権
利«

droit à esprit altruiste
»

に
区
別
す
る（

（3
（

。
す
べ
て
の
権
利
に
つ
い
て
は
そ
の
目
的
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
適

合
す
る
形
で
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る（

（3
（

。
そ
れ
ゆ
え
に
権
利
濫
用
の
基
準
（
判
断
枠
組
み
）
は
、
行
政
法
学
に
お
け
る

権
限
濫
用
法
理
と
極
め
て
接
近
す
る
こ
と
に
な
る（

（3
（

。

　

先
に
み
たD

avid

の
議
論
は
、Josserand

の
議
論
を
引
用
し
て
お
り
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る（

（3
（

。
も

っ
と
も
、D

avid

は
、Josserand

の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
権
利
に
「
職
分
」
と
し
て
の
性
質
を
見
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
点

に
つ
い
て
言
及
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

（3
（

。

3　

André Rouast

（
一
九
四
四
年
）（

（3
（

　

A
ndré Rouast

は
、
一
九
四
四
年
に
公
表
し
た
雑
誌
論
文
に
お
い
て
、
結
論
と
し
て
「
権
利
」
と
「
職
分
」
の
二
分
論
を
採
用

す
る（

（3
（

。
す
な
わ
ち
、
個
人
的
な
特
権«

prérogatives individuells»

の
行
使
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
社
会
的
な
目

的«
but social»

に
従
っ
て
行
使
さ
れ
た
か
否
か
を
問
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
他
方
で
、
私
法
上
の
職
分

«
fonction privée

»

の
行
使
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
職
分
の
目
的«

objet»

に
従
っ
て
行
使
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
検

討
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
と
す
る（

（3
（

。
も
っ
と
も
、Rouast

は
「
権
利
」
と
「
職
分
」
の
区
別
は
あ
ま
り
強
調
し
て
は
な
ら
な
い

と
述
べ
る（

（3
（

。Rouast

は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
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「
権
利«

droit subjectif»

と
私
法
上
の
職
分
と
の
間
の
対
立
は
、
我
々
に
と
っ
て
異
論
の
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
誇
張
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
。
そ
の
テ
ー
マ
に
お
い
て
は
、
他
の
場
合
と
同
様
に
、
あ
ま
り
に
絶
対
的
な
区
別
は
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
が
挙

げ
た
例
に
あ
る
純
粋
な
権
利«

droit subjectif pure
»

と
純
粋
な
職
分«

fonction pure
»

の
間
に
、
主
観
的
で
あ
る«

subjectif»

と

同
時
に
職
分
的
で
あ
る«

fonctionnel»

性
質
の
権
利
が
存
在
す
る
。
人
は
、
自
ら
の
利
益
の
た
め
に
そ
れ
ら
を
行
使
す
る
が
、
そ
れ
ら
を

行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
共
同
体
に
も
奉
仕
し
、
ま
た
、
そ
の
活
動
は
、
個
人
的
な
目
的
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
彼
が

そ
れ
を
秩
序
立
て
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
般
利
益«

intérêt général»

を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」（

（4
（

　

Rouast

は
、「
権
利
」
と
「
職
分
」
と
の
折
衷
的
な
権
利
と
し
て
、«

droits m
ixtes»

の
存
在
を
主
張
す
る
。
そ
の
例
と
し
て
、

Rouast

は
、
所
有
権«

droit de propriété
»

を
挙
げ
る
。
彼
の
主
張
の
根
幹
に
関
わ
る
部
分
で
あ
る
と
と
も
に
、
後
述
す
る
よ

う
に
、Gaillard

が
批
判
的
検
討
を
加
え
て
い
る
部
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
引
用
し
て
お
く
。

　
「
こ
れ
ら
の«

droits m
ixtes»

の
中
で
最
も
傑
出
し
た
も
の
は
所
有
権«

droit de propriété
»

で
あ
る
。
人
が
自
由
に
使
う
こ
と
が

で
き
る
、
物
に
対
す
る
無
制
限
の
主
権
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
絶
対
的
権
利
で
あ
る
純
粋
に
個
人
主
義
的
な
概
念
は
、
た
と
え
そ
れ
が

完
全
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
個
人
主
義
哲
学
に
触
発
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
文
献
を
除
い
て
、
今
日
で
は

時
代
遅
れ
で
あ
る
。
人
権
宣
言
は
、
そ
れ
を
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
神
聖
な（

（4
（

権
利«

un droit inviolable et sacré
»

で
あ
る
と
宣
言
し

た
。
し
か
し
、
民
法
典
の
起
草
者
は
、
そ
れ
が
「
最
も
絶
対
的
な
仕
方
で
収
益
し
、
処
分
す
る
権
利
」
で
あ
る
と
述
べ
た
後
に
、「
法
律
又

は
規
則«

règlem
ent»

が
禁
じ
る
使
用
を
行
わ
な
い
か
ぎ
り
」（

（4
（

と
い
う
重
要
な
留
保
を
追
加
し
た
。
そ
の
結
果
、
財
産
権
は
少
な
く
と
も

制
限
さ
れ
た
権
利«

droit lim
ité

»

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
覊
束
権«

droit contrôlé
»

（
（4
（

で
あ
っ
た
。」（

（4
（



419

フランス法における株主・アソシエの議決権
　

Rouast

は
、
所
有
権
に
つ
い
て
基
本
的
に
は
自
由
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
権
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
権
利
」
で
あ

る
と
把
握
し
つ
つ
も
、
そ
の
行
使
に
際
し
て
法
律
な
ど
に
よ
っ
て
一
定
の
制
限
が
存
在
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、「
職
分
」
と
し
て
の

側
面
と
い
う
二
つ
の
性
質
を
有
す
る
と
し
て
い
る
。

4　

Jean D
abin

（
一
九
五
二
年
）

　

Jean D
abin

は
、
一
九
五
二
年
に
出
版
さ
れ
た
著
書“Le droit subjectif”

（
（4
（

に
お
い
て
、
権
利
概
念
を
、「
依
属
」
と
「
支
配
」

«
appartenance-m

aîtrise
»

を
本
質
と
す
る
も
の
と
し
て
再
構
成
す
る（

（4
（

。D
abin

は
、「
か
れ
の
も
の
と
し
て
で
あ
れ
か
れ
に
負

わ
れ
た
も
の
と
し
て
で
あ
れ
或
る
者
に
帰
属
す
る
と
認
め
ら
れ
た
善
益«

bien
»

を
、
主
人
と
し
て
処
理
す
る
特
権
で
あ
っ
て
、
客

観
法
に
よ
り
特
定
の
者
に
は
付
与
さ
れ
、
訴
訟
手
続
に
よ
り
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
」（

（4
（

を
「
権
利
」
と
し
て
定
義
す
る
。

　

D
abin

は
権
利
概
念
の
下
位
の
分
類
の
一
つ
と
し
て
、
①
自
己
中
心
的
目
的
の
権
利«

droits à fin égoïste
»

、
②
職
分
権

«
droits-fonction

»

を
挙
げ
る（

（4
（

。「
大
抵
の
権
利
は
、
資
格
あ
る
権
利
保
持
者
を
し
て
自
ら
の
物
質
的
・
精
神
的
必
要
を
満
た
さ
れ

る
そ
れ
な
り
の
手
段
と
し
て
、
こ
の
保
持
者
の
利
益
の
た
め
に
与
え
ら
れ
て
い
る
」（

（4
（

こ
と
か
ら
、
①
に
区
分
さ
れ
る
。
他
方
で
、
②　

職
分
権
と
は
「
他
人
に
仕
え
る
た
め
の
、
他
人
中
心
的
目
的
の
諸
権
利
」（

（5
（

で
あ
り
、
こ
れ
は
「
集
団
の
関
係
に
お
い
て
」
そ
の
存
在

が
認
め
ら
れ
る（

（5
（

。D
abin

は
、
職
分
権
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、「
権
限
濫
用
」
法
理
が
応
用
で
き
る
と
し
て
次
に
よ
う
に

論
じ
る
。

　
「
こ
の
表
現
は
行
政
法
に
そ
の
起
源
を
も
っ
て
い
て
、
今
日
ま
で
そ
こ
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
表
現
す
る
観
念
は
ま

っ
た
く
一
般
的
な
意
義
を
も
ち
、
行
政
法
の
域
を
超
え
出
て
一
切
の
法
部
門
に
拡
大
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
観
念
は
権
威
や
管
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理
者
の
法
律
行
為
の
み
で
な
く
、
事
実
行
為
を
含
め
た
な
ん
で
あ
れ
一
切
の
行
為
を
包
括
し
て
い
る
。
職
分
の
担
い
手
が
自
己
に
委
ね
ら
れ

た
行
為
の
自
由
な
い
し
は
裁
量
権
の
余
地
を
、
そ
の
職
分«

droit-fonction
»

の
目
的
と
は
違
っ
た
目
的
に
役
立
た
せ
る
度
毎
に
、
職
権
の

歪
曲«

détournem
ent de pouvoir»

が
あ
る
。
詐
欺«

dol»

、
ぺ
て
ん«

fraude
»

、
悪
意«

intention m
échante

»

な
ど
は
必
要
で

な
い
。
歪
曲
で
足
り
る
。
形
式
的
な
法
の
粋
を
超
え
出
る
こ
と
な
し
に
、
こ
の
担
い
手
は
、
法
が
帰
し
て
い
る
任
務
の
故
意
の
又
は
故
意
で

な
い
無
視
に
よ
っ
て
、
職
分
権
を
悪
く
用
い
た
。
法
規
は
な
る
ほ
ど
破
ら
れ
て
い
る
が
、
た
だ
法
律
の
精
神
が
蹂
躙
さ
れ
る
点
で
そ
う
で
あ

り
、
こ
の
精
神
は
、
権
能«

pouvoir»

が
も
っ
ぱ
ら
職
分«

fonction
»

の
趣
旨
に
適
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
欲
し
て
い
る
。」（

（5
（

　

脚
注
に
お
い
て
で
は
あ
る
も
の
の
、D

abin

は
、
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
も
若
干
の
議
論
を
展
開
し

て
い
る
。「
こ
う
し
た
権
利
（
株
主
は
防
衛
す
べ
き
財
産«

patrim
oine à défendre

»

を
も
っ
て
い
る
と
の
口
実
で
）
は
株
主
の
た
め
に

与
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
総
会
が
そ
の
機
関
で
あ
る
会
社
の
た
め
で
は
な
い
な
ど
と
ど
う
し
て
知
る
の
か
？　

集
団
の
成
員
と
い

う
特
質
は
も
ろ
も
ろ
の
義
務
を
、
こ
と
に
集
団
の
善
益
の
た
め
に
行
動
し
て
、（
よ
し
株
主
の
個
人
的
な
利
益
を
害
し
て
も
）
こ
の
善

益
に
反
し
て
は
行
動
し
な
い
義
務«

obligation
»

を
伴
っ
て
い
る
」（

（5
（

。D
abin

は
、
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
を
「
職
分
」
と
し

て
把
握
し
て
い
る
。

5　

Paul Roubier

（
一
九
六
三
年
）

　

Paul Roubier

は
、
一
九
六
三
年
に
出
版
さ
れ
た
著
書“D

roits subjectifs et situations juridiques”

（
（5
（

に
お
い
て
、D

abin

よ

り
も
狭
義
の
権
利
概
念
を
提
示
す
る（

（5
（

。Roubier

の
議
論
は
「
す
べ
て
の
法
的
地
位
を
主
観
的
権
利
に
還
元
し
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
際
限
な
く
拡
張
す
る
傾
向
に
反
対
し
、
権
利
概
念
を
厳
密
に
確
定
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
」（

（5
（

も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

　

Roubier

の
権
利
論
は
、「
法
的
地
位«

situation juridique
»

」
と
い
う
概
念
を
基
礎
と
す
る
。Roubier

は
、
こ
れ
を
①
主
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観
的
法
的
地
位«

situation juridique subjective
»

と
②
客
観
的
法
的
地
位«
situation juridique objective

»

と
に
区
別
し

て
把
握
す
る（

（5
（

。
①
主
観
的
法
的
地
位
と
は
、「
意
思
行
為
あ
る
い
は
法
律
に
よ
っ
て
適
法
に
創
設
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
そ
の
受
益
者
に

と
っ
て
利
益
と
な
る
特
権
が
主
と
し
て
生
じ
、
さ
ら
に
原
則
と
し
て
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
位
」（

（5
（

と
定
義
さ
れ
る
。（
主
観
的
）

権
利«

droit subjectif»

は
こ
れ
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

（5
（

。
他
方
で
、
②
客
観
的
法
的
地
位
は
、「
権
利
よ
り
も
む

し
ろ
義
務«

devoirs»

を
認
め
る
傾
向
に
あ
る
」（

（6
（

も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

　

以
上
の
理
論
的
枠
組
み
を
前
提
に
、Roubier

は
以
上
の
法
的
地
位
概
念
の
下
位
の
分
類
の
一
つ
と
し
て
、
権
利«

droits»

と

権
限«

pouvoir»

を
挙
げ
る（

（6
（

。「
権
限
」
は
客
観
的
法
的
地
位
に
位
置
付
け
ら
れ
る（

（6
（

。
以
下
で
は
、Roubier

が
こ
の
「
権
限
」
概

念
に
ど
の
よ
う
な
性
質
を
見
出
し
て
い
る
の
か
、
や
や
詳
し
く
そ
の
議
論
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
「
法
的
に
「
権
限
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
。
こ
れ
は
人
に
認
め
ら
れ
た
特
権
で
あ
り
、
あ
る
人
物
が
共
通
の
集
団
の
利
益
の
た
め
に
他
の

人
々
を
統
治
す
る
か
（
人
に
対
す
る
権
限
）、
あ
る
い
は
他
人
の
名
に
お
い
て
そ
の
者
の
た
め
に
そ
の
者
の
事
務«

affaires»

を
管
理
す
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
（
財
産
に
対
す
る
権
限
）。」

　
「
二
つ
の
要
素
が
権
利
と
権
限
を
区
別
す
る
。」

　
「
権
限
を
行
使
す
る
者
は
、
他
人
の
法
的
領
域«

sphère juridique
»

に
侵
入
す
る
。
彼
は
他
人
の
統
治
を
行
い
、
他
人
の
財
産

«
patrim

oine
»

を
管
理
す
る
。
我
々
が
権
限
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
は
、
こ
れ
が
必
要
条
件
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
が
あ
る
人
に
帰

属
す
る
自
身
や
自
身
の
財
産
に
対
す
る
特
権
に
つ
い
て
語
る
場
合
、
権
利
と
い
う
概
念
で
十
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
他
者
の
法
的
領
域
へ
の
侵

害
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
権
限
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。」

　
「
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
権
限
は
、
均
衡«

équilibre
»

と
双
方
向
性«

bilatéralité
»

を
志
向
す
る
法
の
精
神
に
よ
っ
て
、
そ
の
保
有
者

は
個
人
的
利
益
の
た
め
に
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
人
に
対
す
る
権
限
で
あ
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
権
限
は
、
権
限
の
能
動
的
主
体
と

受
動
的
主
体
に
共
通
す
る
集
団
の
枠
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
他
人
の
財
産
に
対
す
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
権
限
は
、
法
人
の
機
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関
ま
た
は
法
律
や
契
約
に
よ
っ
て
そ
の
権
限
を
有
す
る
代
理
人
に
帰
属
す
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
権
限
の
一
般
規
範

は
、
権
限
の
保
有
者
の
利
益
の
た
め
で
は
な
く
、
共
通
の
集
団
あ
る
い
は
代
表
（
代
理
）
さ
れ
る
人
々
の
利
益
の
た
め
に
行
使
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
常
に
真
実
で
あ
る
。」（

（6
（

　

Roubier
は
「
権
限
」
の
要
素
と
し
て
、
①
他
人
の
法
的
領
域
に
侵
入
す
る
こ
と
、
②
権
限
を
有
す
る
者
の
個
人
的
利
益
で
は
な

く
、「
共
通
の
集
団
あ
る
い
は
代
表
さ
れ
る
人
々
の
利
益
の
た
め
に
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
二
つ
の

要
素
を
挙
げ
る
。
ま
た
、D

avid

、Josserand

、
そ
し
てD

abin

の
よ
う
に
「
権
利
」
概
念
の
下
位
区
分
と
し
て
で
は
な
く
、
独

立
し
た
カ
テ
ゴ
リ
と
し
て
の
「
権
限
」
概
念
の
存
在
を
把
握
す
る
点
に
重
要
な
意
義
が
あ
る（

（6
（

。Roubier

は
、
私
法
に
お
け
る
「
権

限
」
行
使
の
限
界
に
つ
い
て
、
行
政
法
学
に
お
け
る
「
権
限
濫
用
」
法
理
を
応
用
す
る（

（6
（

。
株
式
会
社
に
お
け
る
問
題
に
も
言
及
す
る

Roubier

の
議
論
を
み
て
お
く
。

　
「
権
限
説«

hypothèse du pouvoir»

は
、
濫
用
理
論
に
お
い
て
は
は
る
か
に
単
純
な
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
不
適
切
な
行
使
の
危
険

性
を
理
由
に
、
権
限
の
行
使
を
統
制
し
、
権
限
の
被
支
配
者
に
保
護
を
与
え
る
と
い
う
考
え
方
は
、
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、

こ
れ
ら
の
様
々
な
統
制
手
段
に
つ
い
て
検
討
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
誇
張
な
く
言
っ
て
、
公
法
に
お
い
て
最
も
重
要
な
分
野
は
、
こ
れ
ら
の

保
護
を
確
保
す
る
た
め
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
手
段
の
研
究
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
権
限
を
担
う
機
関
の
指
示
の
監
督
、
権
限
の
分

配
、
責
任
の
追
及
、
そ
の
行
為
の
適
法
性
や
妥
当
性
の
監
督
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
理
論«

systèm
e

»

の
一
般
的
な
着
想

は
、
権
限
を
現
に
保
有
す
る
者
が
、
自
ら
の
個
人
的
利
益
の
た
め
で
は
な
く
、
彼
ら
が
代
弁
す
る
個
人
や
団
体
の
利
益
の
た
め
に
行
動
す
る

こ
と
を
得
る
こ
と
に
あ
る
。」

　
「
こ
う
し
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
裁
判
例
に
お
い
て
、
法
律
の
条
文
と
は
無
関
係
に
、
権
限
濫
用
が
行
政
行
為
の
効
力
を
否
定
し
、
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そ
の
行
為
の
取
消
し«

annulation
»

を
招
く
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
、
特
に
権
限
の
逸
脱«

excès de pouvoirs»

へ
開
か
れ

た
も
の
と
し
て
、
ご
く
自
然
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
権
限
濫
用
と
は
、
行
政
機
関
が
そ
の
権
力
の
本
来
の
目
的
で
あ
る
公
共
の
利
益
に
奉

仕
す
る
こ
と
か
ら
逸
脱
し
、
個
人
的
な
利
益
に
か
か
る
動
機
（
敵
意
、
復
讐
）
や
政
治
的
な
性
質
を
有
す
る
動
機
（
党
派
間
の
争
い
）
の
た

め
に
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
私
法
に
お
け
る
裁
判
例
も
、
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
、
家
長
が
妻
や
子
供
に
対
し
て
持
つ
権
限
、
雇
用
主
が
自
社
の
規
律
維
持
や

職
務
規
則
に
よ
る
制
裁
の
実
施
に
お
い
て
持
つ
権
限
、
あ
る
い
は
株
式
会
社
の
審
議
機
関
（
株
主
総
会
）
や
執
行
機
関
（
取
締
役
会
）
が
持

つ
権
限
に
つ
い
て
、
同
じ
考
え
方
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
司
法
機
関
が
こ
れ
ら
の
権
限
を
監
督
す
る
任
務
を
遂
行
す
る
上
で
、

法
の
一
般
原
則
が
十
分
な
指
針
と
な
っ
た
と
い
え
る
。」（

（6
（

6　

小　

括

　

以
上
二
で
は
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
代
表
的
な
「
権
利
」
と
「
職
分
」「
権
限
」
の
区
別
め
ぐ
る
代
表
的

な
議
論
を
概
観
し
た
。
各
論
者
の
権
利
観
は
難
解
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
の
検
討
が
あ
ら
た
め
て
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
が
、
大
ざ
っ
ぱ
に
い
え
ば
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

D
avid

（
一
九
二
九
年
）、Josserand

（
一
九
三
九
年
）、
そ
し
てD

abin

（
一
九
五
二
年
）
は
、
権
利«

droit subjectif»

の
下
位

に
属
す
る
概
念
と
し
て
、
他
人
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
権
利
の
存
在
を
承
認
す
る
。D

avid

は
こ
れ
を«

droits-

fonctions»

と
呼
び
、Josserand

は
こ
れ
を«

droit à esprit altruiste
»

と
呼
び
、D

abin

は
こ
れ
を«

droit-fonction
»

な

ど
と
呼
ぶ
。
そ
の
内
容
は
お
お
よ
そ
共
通
し
て
い
る
。

　

以
上
に
対
し
て
、Rouast

（
一
九
四
四
年
）
お
よ
びRoubier

（
一
九
六
三
年
）
は
、
伝
統
的
な
「
権
利
」
と
は
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ

に
属
す
る
概
念
と
し
て
、
職
分«

fonction
»

ま
た
は
権
限«

pouvoir»

の
存
在
を
承
認
す
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
内
容
は
、
先
述
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のD
avid

、Josserand

、D
abin

が
他
人
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
権
利
と
し
て
把
握
し
て
い
た
も
の
と
大
き
く
異
な

る
わ
け
で
は
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
そ
の
保
有
者
の
自
己
の
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
で
き
る
「
権
利
」
と
、
他
者
の
利
益
の
充
足
を
図
る
こ
と
が
目

的
と
な
る
「
職
分
」
ま
た
は
「
権
限
」
と
い
う
区
分
が
、D

avid

以
降
の
議
論
を
通
じ
て
、
精
緻
か
つ
明
確
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る（

（6
（

。
ま
た
、「
職
分
」
ま
た
は
「
権
限
」
の
濫
用
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
行
政
法
学
に
お
け
る
「
権
限
濫
用
」

法
理
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
た
め
の
ア
イ
デ
ア
を
求
め
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。

　

以
上
の
議
論
は
、Gaillard

が
自
ら
の
権
利
観
、
ひ
い
て
は
新
た
な
「
権
限
」
概
念
を
確
立
す
る
た
め
の
批
判
的
検
討
の
対
象
と

な
る
。
章
を
あ
ら
た
め
てGaillard

の
議
論
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

三　

Em
m

anuel Gaillard

（
一
九
八
五
年
）

1　

序　

説

　

Em
m

anuel Gaillard

の
議
論
は
、「
受
任
者
、
後
見
人
、
親
権
、
親
の
子
に
対
す
る
財
産
管
理
権
、
法
人
の
機
関
、
夫
婦
財
産

管
理
権
な
ど
の
ほ
か
、
企
業
な
ど
の
様
々
な
団
体
の
懲
戒
権
や
、
株
主
総
会
に
お
け
る
多
数
決
の
濫
用
の
問
題
ま
で
が
含
ま
れ
る
」（

（6
（

広
範
な
も
の
で
あ
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
憲
法
学
や
民
法
学
に
お
け
る
研
究
を
中
心
に
そ
の
内
容
の
一
部
に
つ
い
て
は
既
に
紹

介
・
検
討
さ
れ
て
い
る（

（6
（

。
こ
れ
ら
の
議
論
を
参
照
し
な
が
ら
、
2
で
は
、「
権
利
」
と
「
権
限
」
の
区
別
を
中
心
と
す
るGaillard

の
権
利
論
を
概
観
す
る
。
次
い
で
3
で
は
、
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、Gaillard

の
議
論
を
概
観
す
る
。
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2　

基
本
的
な
権
利
観

（
1
）「
権
利
」
と
「
権
限
」
の
明
確
な
区
別

　

Gaillard
は
、（
主
観
的
）
権
利«

droit sunjectif»

を
「
自
ら
の
固
有
の
利
益«

son intérêt propre
»

の
た
め
に
そ
の
保
持

者
に
認
め
ら
れ
る
特
権«

prérogative
»

で
あ
る
」（

（7
（

と
定
義
す
る
。
他
方
で
、「
他
人
を
一
方
的
に
拘
束
す
る
法
律
行
為
の
発
出
に

よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
自
ら
の
利
益
と
は
区
別
さ
れ
た
利
益
を
表
明
す
る
こ
と
を
そ
の
保
持
者
に
可
能
に
す
る
特
権

«
prérogative

»

」（
（7
（

を
「
権
限
」
と
定
義
す
る
。
二
で
概
観
し
た
諸
学
説
が
他
者
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
特
権
を
「
職

分
」
ま
た
は
「
権
限
」
と
し
て
把
握
し
て
い
た
の
と
は
異
な
り
、
自
己
の
利
益
を
含
む
、「
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
自
ら
の
利
益

と
は
区
別
さ
れ
た
利
益
」
を
実
現
す
る
特
権
を
「
権
限
」
と
定
義
す
る
点
に
そ
の
特
徴
が
あ
る（

（7
（

。

　

Gaillard

の
議
論
に
お
い
て
は
、
権
利«

droit subjectif»

と
は
明
確
に
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
に
属
す
る
、
権
限«

pouvoir»

概

念
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
（Rouast
お
よ
びRoubier

と
軌
を
一
に
す
る
）。
そ
れ
ゆ
え
に
、
①
権
利
を
社
会
的
目
的
と
い
う
観
点

か
ら
一
元
的
に
把
握
す
るJosserand

の
議
論
、
お
よ
び
、
②
「
権
利
」
と
「
職
分
」
の
区
別
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
同
時

に
両
方
の
性
質
を
有
す
る
権
利«

droit m
ixte

»
が
存
在
す
る
と
す
るRouast

の
議
論
が
批
判
的
検
討
の
対
象
と
な
る
。
以
下
に

み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

（
2
）Josserand

へ
の
批
判
―
―
諸
権
利
の
一
元
的
把
握
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
―
―

　

Josserand

は
す
べ
て
の
権
利
に
社
会
的
な
目
的
を
見
出
し
、
権
利
を
一
元
的
に
把
握
す
る
見
解
を
提
唱
し
た
（
二
2
参
照
）。

Gaillard

は
そ
の
よ
う
な
議
論
の
存
在
が
、「
権
利
」
と
「
権
限
」
を
区
別
す
る
う
え
で
の
理
論
的
な
障
害
と
な
っ
て
い
た
と
す
る（

（7
（

。

Gaillard

は
、
以
下
の
よ
う
にJosserand

の
議
論
を
批
判
す
る
。
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「
職
分
の
統
制
の
精
神
は
、
他
の
権
利
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
原
則
は
む
し
ろ
根
本
的
に
逆
で
あ
る
。
本
来
利
己

的
な«

égoïstes»

権
利
は
自
由
に
行
使
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
資
格
者
は
、
自
身
の
利
益
以
外
の
い
か
な
る
利
益
を
も
考
慮
す
る
必

要
は
な
い
。
権
利
の
行
使
が
他
人
に
害
を
与
え
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
す
る
場
合
は
、
例
外
的
に
濫
用
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
反
対
に
、

職
分
と
し
て
の«

fonctionnelles»

特
権
は
、
そ
の
保
有
者
以
外
の
利
益
の
満
足
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
目
的«

finalité
»

か
ら
の

逸
脱«

détournem
ent»

は
す
べ
て
制
裁
に
値
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
権
利
行
使
に
対
す
る
統
制
の
程
度
や
強
さ
の
単
な
る
差
異
で

は
な
い
。
こ
の
本
質
的
な
対
立
は
、
実
際
に
、
統
制
体
制
の
全
体
を
指
揮
し
て
い
る
。」（

（7
（

　
「
所
有
権
や
債
権
と
い
っ
た
法
的
特
権«

prérogatives juridiques»

と
、
会
社
（
ソ
シ
エ
テ
）
の
機
関
や
後
見
人
の
権
限

«
pouvoir»

と
を
混
同
す
る
傾
向
に
あ
る
論
理
は
、
前
者
は
所
有
者
や
債
権
者
の
利
益
を
目
的
と
し
、
同
様
に
、
後
者
は
会
社
（
ソ
シ
エ

テ
）
や
被
後
見
人
の
利
益
を
目
的
と
す
る
と
い
う
点
で
、
一
見
す
る
と
魅
力
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
権
限
濫
用«

détournem
ent de 

pouvoir»

と
い
う
概
念
に
触
発
さ
れ
た
統
一
的
な
定
義
を
「
濫
用
」
に
与
え
る
こ
と
を
可
能
と
し
、
不
法
な
動
機«

m
obile illégitim

e
»

は
、
立
法
者
が
定
め
た
目
的
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
と
統
一
的
に
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
見
人
の
権
限
が
被
後
見
人

の
利
益
の
充
足
と
い
う
目
的
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
も
の
の
、
所
有
権
の
よ
う
な
権
利
の
目
的
と
い
う
概

念
は
、
は
る
か
に
不
明
確
で
あ
る
。」（

（7
（

（
3
）Rouast

へ
の
批
判
―
―«

droit m
ixte

»

概
念
は
放
棄
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
―
―

　

A
ndré Rouast

は
、
そ
の
保
有
者
の
固
有
の
利
益
の
追
求
が
認
め
ら
れ
る
「
権
利
」
と
し
て
の
性
質
と
そ
の
行
使
に
際
し
て
一

定
の
制
限
が
課
さ
れ
る
「
職
分
」
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る«

droit m
ixte

»

の
存
在
を
提
唱
し
、
そ
の
例
と
し
て
所
有
権
を
挙

げ
る
（
二
3
参
照
）。Gaillard

は
、Rouast

の
権
利
観
に
つ
い
て
、「
要
す
る
に
、
あ
ら
ゆ
る
権
利
は
混
合
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、

部
分
的
に
目
的
的
な
の
で
あ
る
」（

（7
（

と
評
す
る
。
そ
の
上
で
、Gaillard

は
「
論
理
の
破
綻
は
明
白
で
あ
る
」（

（7
（

と
す
る
。Rouast

の
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議
論
の
問
題
点
を
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

　
「
著
者
〔
筆
者
注
：Rouast

〕
は
ま
ず
、
実
定
法
が
そ
の
行
使
に
課
す
数
多
く
の
制
限
の
中
に
、
所
有
権
の
職
分
的
側
面«

aspect 
fonctionnel»

を
探
求
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
農
地
の
交
換
分
合
に
関
す
る
法
規
、
水
の
利
用
に
関
す
る
規
制
、
そ
し
て
今
日
で
は
都
市
計

画
に
関
す
る
様
々
な
地
役
権
も
加
わ
り
、
そ
れ
は
「
制
限
さ
れ
た
権
利
、
ひ
い
て
は
覊
束
権
」
と
な
る
だ
ろ
う
。
我
々
は
、
著
者
が
分
析
の

冒
頭
で
明
確
に
述
べ
た
「
権
利
濫
用
と
権
利
の
限
界
の
超
越«

dépassem
ent»

」
と
い
う
区
別
を
す
ぐ
に
思
い
浮
か
べ
る
。
権
利
者
に
課

せ
ら
れ
る
法
律
に
よ
る
制
限
は
、
そ
の
数
が
ど
れ
ほ
ど
多
く
と
も
、
決
し
て
権
利
を
合
目
的
な
も
の«

finalité
»

と
は
し
な
い
。
そ
れ
ら

は
当
然
、
権
利
の
逸
脱
に
対
す
る
客
観
的
な
統
制
に
よ
っ
て
制
裁
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
権
限
濫
用
に
よ
る
主
観
的
な
統
制
に
よ
っ
て
制
裁

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。」（

（7
（

3　

株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
の
法
的
性
質

　

以
上
の
基
本
的
な
権
利
観
お
よ
び
「
権
限
」
の
定
義
を
踏
ま
え
て
、Gaillard

が
株
主
の
議
決
権
の
行
使
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に

捉
え
て
い
る
の
か
を
み
て
い
く
。Gaillard

は
、
①
株
主
の
議
決
権
は«

droit m
ixte

»

で
は
な
い
こ
と
（
二
つ
の
性
質
を
有
す
る
も

の
で
な
い
こ
と
）、
②「
多
数
派
の
濫
用
」
は
「
権
限
」
概
念
（
お
よ
び
「
権
限
濫
用
」
概
念
）
の
古
典
的
な
例
で
あ
る
こ
と
、
③　
「
少

数
派
の
濫
用«

abus de m
inorité

»

」
は
、
権
限
濫
用«

détournem
ent de pouvoir»

の
問
題
で
は
な
く
、
権
利
濫
用«

abus 

de droit»

の
問
題
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
論
じ
る
。

（
1
）
株
主
の
議
決
権
は«

droit m
ixte

»

で
は
な
い
こ
と

　

A
ndré Rouast

が
提
唱
す
る«

droit m
ixte

»

概
念
は
、
あ
る
特
権
が
自
己
の
利
益
を
追
求
す
る
と
い
う
「
権
利
」
で
あ
る
と
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同
時
に
、「
職
分
」
と
し
て
の
性
質
を
も
持
つ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
二
3
参
照
）。Rouast

は
所
有
権
を
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
る

に
と
ど
ま
る
も
の
の
、«

droit m
ixte

»

の
考
え
方
は
、「
多
数
派
の
濫
用
」
の
要
件
を
示
し
た
破
毀
院
商
事
部
一
九
六
一
年
四
月

一
八
日
判
決
を
整
合
的
に
説
明
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
判
決
に
よ
れ
ば
、
株
主
総
会
「
決
議
が
会
社
の
一
般
的
利
益

（l’intérêt générale de la société

）
に
反
し
、
少
数
株
主
の
損
害
に
お
い
て
多
数
株
主
に
利
益
を
与
え
よ
う
と
専
ら
意
図
し
て

（dans l’unique dessein

）
な
さ
れ
た
場
合
」（

（7
（

に
「
多
数
派
の
濫
用
」
が
成
立
す
る
。
以
上
の
破
毀
院
商
事
部
の
示
し
た
「
多
数
派

の
濫
用
」
の
判
断
枠
組
み
（
要
件
）
は
、
①
ソ
シ
エ
テ
の
利
益
に
関
す
る
認
識
不
足«

m
éconnaissance

»

と
、
②
利
己
的
な
利
益

«
intérêt égoïste

»
を
追
求
し
た
こ
と
（
平
等
性
の
決
壊«

rupture d’égalité
»

と
も
い
わ
れ
る
）
と
い
う
二
つ
の
要
件
に
整
理
さ
れ

る
（
（8
（

。
①
要
件
は
、
株
主
の
議
決
権
の
「
職
分
」
ま
た
は
「
権
限
」
と
し
て
の
性
質
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
方
で
、
②
要
件
は
、

「
権
利
」
と
し
て
の
性
質
を
表
現
し
た
も
の
と
し
て
把
握
す
る
の
で
あ
る（

（8
（

。
本
判
決
以
前
の
会
社
法
学
説
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う

な
見
解
を
と
る
論
者
が
台
頭
し
て
い
た（

（8
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、Gaillard

は
、「
多
数
派
の
濫
用
」
の
要
件
論
を
踏
ま
え
た
と
し
て
も
、

株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
は«

droit m
ixte

»

で
あ
る
と
性
質
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。

　
「
そ
の
よ
う
な
分
析
〔
筆
者
注
：
株
主
の
議
決
権
は«

droit m
ixte

»

で
あ
る
と
い
う
分
析
〕
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
の
表
現
〔
筆
者
注
：「
職
分
」
ま
た
は
「
権
限
」
と
し
て
の
性
質
〕
は
か
な
り
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ソ
シ
エ
テ
自
体

の
利
益
以
外
の
目
的
で
多
数
派
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
決
定
は
、
権
限
濫
用
の
古
典
的
な
定
義
に
ま
さ
に
合
致
す
る
。
一
方
、
…
…
第
二
の
特

徴
的
な
要
素
の
な
か
に
〔
筆
者
注
：「
権
利
」
と
し
て
の
性
質
〕
悪
意
の
基
準
の
単
純
適
用
と
認
め
る
こ
と
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
そ
れ

は
言
語
の
濫
用
に
過
ぎ
ず
、
理
論
の
起
源
を
遠
く
に
遡
る
記
憶
に
お
い
て
、
多
数
派
の
構
成
員
が
少
数
派
の
利
益
を
軽
視
し
て
個
人
的
な
利

益
を
追
求
す
る
意
識
的
な
行
為
を
、
害
意«

intention nuire
»

と
形
容
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
富
を
得

た
り
、
不
当
な
利
益
を
得
た
り
す
る
意
図
は
確
か
に
支
配
的
で
あ
る
。
他
人
を
犠
牲
に
し
て
個
人
的
に
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
意
図
と
い
う



429

フランス法における株主・アソシエの議決権

基
準
は
、
単
に
害
を
与
え
る
意
図
よ
り
も
さ
ら
に
先
を
ゆ
く
。
そ
の
よ
う
な
意
図
の
証
明
は
、
判
例
上
の
定
義
の
要
求
を
満
た
す
の
に
十
分

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
問
題
は
学
説
に
お
い
て
深
く
議
論
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
判
例
を
議
決
権
の
混
合

的
性
質
の
確
立
し
た
も
の
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
不
自
然
な
も
の
に
思
わ
れ
る
。」（

（8
（

（
2
）「
多
数
派
の
濫
用
」
は
伝
統
的
な
「
権
限
濫
用
」
の
問
題
で
あ
る
こ
と

　

Gaillard

は
「
権
限
」
概
念
の
古
典
的
な
例
と
し
て
、
項
目
を
あ
ら
た
め
て
「
多
数
派
の
濫
用
」
概
念
を
取
り
上
げ
る
。「
多
数

派
の
濫
用
」
の
要
件
論
の
検
討
を
通
じ
て
「
多
数
派
の
濫
用
」
は
「
権
限
濫
用
」
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ
こ
で
は
、

D
om

inique Schm
idt

の
議
論
が
批
判
的
検
討
の
対
象
と
な
る
。Schm

idt

は
、「
多
数
派
の
濫
用
」
の
問
題
は
「
権
利
濫
用
」
の

問
題
で
も
「
権
限
濫
用
」
の
問
題
で
も
な
い
と
論
じ
る（

（8
（

。
こ
れ
に
対
し
てGaillard

は
、「
多
数
派
の
濫
用
」
の
問
題
は
、「
権
限
濫

用
」
の
問
題
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
従
来
の
「
権
限
」
概
念
の
射
程
を
見
直
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
る
。

　
「
こ
の
点
に
つ
い
て
、D

. Shm
idt

氏
が
多
数
派
の
濫
用
を
、
権
限
濫
用
お
よ
び
権
利
濫
用
と
区
別
し
よ
う
と
す
る
説
明
は
説
得
力
に
欠

け
る
。

　

同
論
文
は
、「
い
ず
れ
の
場
合
も
、
資
格
者
は
、
自
身
の
利
益
の
た
め
、
あ
る
い
は
よ
り
一
般
的
に
は
、
そ
の
権
限
が
付
与
さ
れ
た
目
的

以
外
の
目
的
の
た
め
に
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
認
め
つ
つ
、
そ
の
区
別
を
「
多
数
派
は
、
他
の
共
同
者
の
利
益
だ
け
で
な

く
、
自
身
の
利
益
を
も
充
た
す
た
め
に
そ
の
権
限
を
行
使
で
き
る
」
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
お
り
、
最
終
的
に
は
、
こ
の
二
つ
の
概
念
の

接
近
は
お
よ
そ
「
単
な
る
類
推
（
ア
ナ
ロ
ジ
ー
）
の
議
論
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
。
再
び
、
権
限
濫
用
と
権
限
の
性
質

決
定
は
、
株
主
が
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
利
益
を
守
る
と
同
時
に
、
ソ
シ
エ
テ
の
利
益
の
決
定
に
も
貢
献
し
て
い
る
と
い
う

考
え
方
に
直
面
す
る
。
こ
の
点
が
ま
さ
に
、
一
部
の
論
者«

droit-m
ixtes»

と
性
質
決
定
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。」（

（8
（
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「
し
か
し
、
権
限
を
そ
の
保
持
者
の
利
益
を
完
全
に
犠
牲
に
す
る
こ
と
だ
と
考
え
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
限
定
的
な
構
想
で
あ
る
。
実
際
、

も
は
や
自
己
の
排
他
的
利
益
を
追
求
す
る
の
で
は
な
く
、
他
者
の
利
益
と
の
妥
協
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
法
的
特
権
の
保
持
者
は
、

も
は
や
そ
の
特
権
を
自
由
に
思
う
が
ま
ま
に
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
少
な
く
と
も
部
分
的
に
そ
の
権
利
者
と
は
異
な
る
利
益
の

た
め
に
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
法
的
特
権
は
、
そ
の
保
持
者
が
無
視
で
き
な
い
目
的
に
向
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
特
権
は
、
権
限
濫
用«

détournem
ent de pouvoir»

の
統
制
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
不
十

分
で
は
あ
る
も
の
の
広
く
普
及
し
て
い
る
「
利
己
的
な
」
特
権
と
「
利
他
的
な
」
権
限
と
い
う
用
語
だ
け
が
、
権
限
を
そ
の
保
持
者
の
利
益

と
は
完
全
に
切
り
離
さ
れ
た
利
益
の
た
め
に
委
ね
ら
れ
た
特
権
と
し
て
捉
え
る
、
狭
義
の
概
念
の
根
拠
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
我
々
に
は
、

す
で
に
真
の
区
別
は
、
そ
の
保
持
者
の
自
由
意
思
に
委
ね
ら
れ
た
自
由
な
特
権
と
、
あ
る
行
動
方
針
を
そ
の
保
有
者
に
課
す
目
的
に
向
け
ら

れ
た
合
目
的
な
特
権«

prérogatives finalisées»

と
の
間
に
あ
る
こ
と
を
示
す
機
会
が
あ
っ
た
。
あ
る
特
権
が
、
そ
の
保
持
者
の
利
益

と
他
者
の
利
益
と
を
同
等
に
考
慮
す
る
こ
と
は
、
完
全
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
も
は
や
自
由
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
依
然
と

し
て
「
権
限
」
で
あ
る
。
こ
の
理
由
だ
け
で
、
す
べ
て
の
株
主
の
利
益
を
尊
重
す
る
義
務
を
異
論
な
く
負
っ
て
い
る
多
数
派
の
権
利
は
、
権

限
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。」（

（8
（

　

以
上
の
「
権
限
」
概
念
の
も
と
、「
多
数
派
の
濫
用
」
の
要
件
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

　
「
多
数
派
の
濫
用
を
権
限
の
一
般
理
論
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
…
…
平
等
性
の
破
壊«

repture d’égalité
»

と
い
う
基
準
を
放
棄
す
べ

き
だ
と
い
う
こ
と
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
反
対
に
、
そ
れ
は
権
限
濫
用
と
い
う
概
念
を
、
商
事
会
社«

société com
m

ercial»

の
ア
ソ

シ
エ
の
地
位
に
完
全
に
適
応
す
る
こ
と
を
実
現
す
る
。
商
事
会
社
の
定
義
そ
の
も
の
に
よ
れ
ば
、
そ
の
目
的
は
共
同
で«

en com
m

un
»

利
益
や
経
済
を
追
求
す
る
こ
と
に
あ
る
。
…
…
ソ
シ
エ
テ
に
お
い
て
、
平
等
性
の
意
図
的
な
破
壊«

rupture intentionnelle d’égalité
»

は
常
に
権
限
濫
用
と
な
る
。」（

（8
（
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「
実
際
、
判
例
の
解
釈
に
お
け
る
唯
一
の
真
の
難
点
は
、
ソ
シ
エ
テ
の
利
益
の
無
視
と
意
図
的
な
平
等
性
の
破
綻
と
い
う
二
つ
の
基
準
を

併
せ
て
使
用
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
。」

　
「
多
数
派
は
ソ
シ
エ
テ
の
一
般
利
益«

intérêt general de la société
»

を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
部
の
株
主
に
固
有
の
利

益
を
追
求
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
は
そ
の
権
限
を
濫
用
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
つ
の
基
準
は
純
粋
か
つ
単
純
に
重
複
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。」（

（8
（

　

Gaillard

は
、
決
議
を
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
議
決
権
を
保
有
す
る
株
主
で
あ
る
多
数
派
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
に
よ
る
濫

用
的
な
議
決
権
行
使
を
、「
権
限
濫
用
」
の
問
題
と
し
て
把
握
す
る
。「
権
限
濫
用
」
は
、D

avid

も
指
摘
し
た
よ
う
に
（
二
1
参
照
）、

「
権
限
」
を
行
使
す
る
者
の
主
観
面
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
。Gaillard

の
議
論
に
よ
れ
ば
、
ソ
シ
エ
テ
の
一
般
利
益

«
intérêt general de la société

»
を
適
合
す
る
よ
う
に
多
数
派
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
は
議
決
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
ソ
シ
エ
テ
の
利
益
を
無
視
す
る
こ
と
が
主
た
る
目
的
で
あ
ろ
う
が
、
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
間
の
平
等
性
の
破
綻
（
株

主
・
ア
ソ
シ
エ
が
私
的
な
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
）
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
ソ
シ
エ
テ
の
一
般
利
益
に
向
け
て
行

使
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
た
め
、
い
ず
れ
に
し
て
も
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
に
よ
る
権
限
濫
用
（
多
数
派
の
濫
用
）
が
成
立
す
る
こ
と
に

な
る
。Gaillard

に
よ
れ
ば
、
破
毀
院
商
事
部
一
九
六
一
年
四
月
一
八
日
判
決
の
示
し
た
二
要
件
は
、
必
ず
し
も
区
別
す
る
必
要
は

な
く
な
る
こ
と
に
な
る
。

（
3
）「
少
数
派
の
濫
用
」
は
「
権
限
濫
用
」
で
は
な
い
こ
と

　

総
会
決
議
を
否
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
議
決
権
を
有
す
る
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
に
よ
っ
て
反
対
票
が
投
じ
ら
れ
た
結
果
、
本

来
、
可
決
さ
れ
る
べ
き
総
会
決
議
が
否
決
さ
れ
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
少
数
派
の
濫
用
」
の
問
題
で
あ
る（

（8
（

。
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Gaillard

は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
把
握
す
る
。

　
「
権
限
を
、
そ
の
保
有
者
が
他
者
に
対
し
て
拘
束
力
の
あ
る
決
定
を
下
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
特
権
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
は
、
少
数
派

の
濫
用
の
場
合
に
こ
の
概
念
が
不
適
当
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
仮
に
、
多
数
派
に
自
ら
の
意
思
を
強
制
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
、
少
数
派
は
、
ソ
シ
エ
テ
の
利
益
と
無
関
係
な
利
益
を
考
慮
し
て
決
定
し
た
こ
と
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
権
限
に

関
す
る
訴
訟
は
、
法
律
行
為«

acte juridique
»

の
適
法
性
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
少
数
派
の
濫
用
を
無
理
に
こ
れ
と
同
様
に
扱
う
こ

と
は
誤
っ
た
方
向
に
進
む
こ
と
に
な
る
。
前
者
は
必
然
的
に
法
的
拘
束
力
の
あ
る
決
定
の
有
効
性
を
問
う
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者

は
決
議
の
成
立
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
し
か
し
、
何
ら
か
の
理
由
で
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
行
為

«
agissem

ents»

を
制
裁
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。」（

（9
（

　

Gaillard

に
よ
れ
ば
、「
法
律
行
為
」
と
し
て
の
総
会
決
議
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
議
決
権
を
保
有
す
る
株
主
・

ア
ソ
シ
エ
に
つ
い
て
は
、「
権
限
」
を
行
使
し
て
い
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
決
議
を
否
決
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
け
の
議
決
権
を
保
有
す
る
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
は
「
権
限
」
を
行
使
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ

と
も
、
少
数
派
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
に
お
い
て
も
、
無
制
限
な
議
決
権
の
行
使
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
「
権
限
濫

用
」
の
問
題
で
は
な
く
「
権
利
濫
用
」
の
問
題
と
な
る
。
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
に
関
し
て
、「
権
利
」
と
さ
れ
る
か
「
権
限
」

と
さ
れ
る
か
は
、
そ
の
保
持
者
の
属
性
や
態
様
に
よ
っ
て
相
対
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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四　

結
び
に
代
え
て

　

本
稿
で
は
、
①
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
か
け
て
展
開
さ
れ
た
民
法
学
者
と
法
哲
学
者
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
き
た

「
権
利
」
と
「
権
限
」「
職
分
」
の
区
別
を
め
ぐ
る
議
論
を
確
認
し
、
②
以
上
の
権
利
論
の
批
判
的
検
討
を
踏
ま
え
て
「
権
限
」
概
念

を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
会
社
法
学
説
に
お
け
る
「
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
は
一
定
の
目
的
に
拘
束
さ
れ
る
」
と

い
う
考
え
方
の
形
成
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
たGaillard

の
議
論
を
概
観
し
た
。
最
後
にGaillard

の
議
論
に
若
干
の
検
討
を
加

え
て
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。

　

第
一
に
、Gaillard

の
見
解
は
、
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
を
「
権
限
」
と
し
て
把
握
す
る
見
解
の
筆
頭
と
し
て
常
に
引
用
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
株
主
の
属
性
を
問
う
こ
と
な
く
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
を

「
権
限
」
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。Gaillard

の
「
権
限
」
の
定
義
に
お
い
て

は
「
一
方
的
な
法
律
行
為
」
で
あ
る
こ
と
が
「
権
限
」
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
お
り
、
多
数
派
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
行
使

に
よ
っ
て
株
主
総
会
決
議
が
成
立
す
る
場
合
を
「
権
限
」
行
使
の
問
題
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の

こ
と
は
決
議
の
成
立
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
だ
け
の
議
決
権
を
有
す
る
株
主
が
一
定
の
目
的
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る

こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。Gaillard

の
理
論
に
よ
れ
ば
、
機
関
投
資
家
の
よ
う
に
他
人
の
財
産
を
管
理
す
る
者
に
つ
い
て
は
、

そ
の
地
位
に
基
づ
い
て
議
決
権
の
行
使
に
対
し
て
一
定
の
目
的
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
余
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る（

（9
（

。

　

第
二
に
、Gaillard

が
「
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
自
ら
の
利
益
と
は
区
別
さ
れ
た
利
益
を
表
明
す
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を

「
権
限
」
の
要
素
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
「
権
限
」
概
念
を
把
握
す
べ
き

で
あ
る
の
か
、
そ
の
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
「
少

な
く
と
も
部
分
的
に
は
自
ら
の
利
益
と
は
区
別
」
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
が
「
権
利
」
概
念
と
区
別
を
す
る
う
え
で
重
要
な
の
で
あ
れ
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ば
、
持
株
比
率
や
属
性
を
問
う
こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
株
主
の
議
決
権
に
つ
い
て
も
こ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
も
の
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
株
主
の
権
利
を
自
益
権
と
共
益
権
に
区
別
し
な
が
ら
も
い
ず
れ
も
「
株
主
自
身
の
利
益
の
た
め
に
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
、
わ
が
国
に
お
け
る
伝
統
的
な
理
解
に
つ
い
て
も
再
検
討
が
必
要
と
な
る
。

　

第
三
に
、Gaillard

の
議
論
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
権
限
」
概
念
を
確
立
し
た
う
え
で
、
そ
の
枠
組
み
に
基
づ
い
て
総
会
決
議
を
決

す
る
こ
と
の
で
き
る
だ
け
の
持
株
比
率
を
有
す
る
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
の
法
的
性
質
を
「
権
限
」
と
し
て
把
握
す
る
と
い
う

ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て
い
る（

（9
（

が
、
そ
の
よ
う
な
方
法
論
自
体
が
問
題
と
な
る
。
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
の
法
的
性
質
は
、
法
制

度
全
体
の
検
討
を
通
じ
て
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
議
論（

（9
（

も
存
在
す
る
。
上
記
第
二
の
指
摘
と
も
関
係
す
る
が
、
そ
も
そ

も
株
主
の
議
決
権
の
法
的
性
質
を
決
す
る
こ
と
の
意
義
を
問
い
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

以
上
の
問
題
意
識
を
踏
ま
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
るGaillard

以
降
の
議
論
の
展
開
を
追
跡
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
踏
ま
え

て
わ
が
国
に
お
け
る
議
論
へ
の
応
用
・
接
続
可
能
性
を
模
索
す
る
こ
と
が
今
後
の
筆
者
の
課
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、（
1
）
株
主

は
議
決
権
の
行
使
に
対
し
て
一
定
の
目
的
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
の
か
、（
2
）
一
定
の
目
的
に
拘
束
さ
れ
る

な
ら
ば
（
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
規
範
に
拘
束
さ
れ
る
の
か
も
問
題
と
な
る
）、
何
に
そ
の
理
論
的
根
拠
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
の
か
、

（
3
）
一
定
の
目
的
に
拘
束
さ
れ
る
株
主
と
は
ど
の
よ
う
な
属
性
に
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
株
主
が
そ
の
よ
う
な
拘
束
を

受
け
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
で
あ
る
。

（
1
）　

代
表
的
な
会
社
法
の
体
系
書
で
あ
る
、
江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
〔
第
九
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
四
年
）
一
三
〇
頁
は
、「
自

益
権
・
共
益
権
の
二
類
型
に
分
類
す
る
こ
と
が
多
い
」
と
し
た
う
え
で
、「
株
主
が
会
社
か
ら
直
接
に
経
済
的
利
益
を
受
け
る
権
利
」
を

自
益
権
、「
株
主
が
会
社
経
営
に
参
与
し
あ
る
い
は
取
締
役
等
の
行
為
を
監
督
是
正
す
る
権
利
」
を
共
益
権
と
し
て
い
る
。
以
上
の
自
益

権
・
共
益
権
の
定
義
は
、
現
在
の
代
表
的
な
会
社
法
の
概
説
書
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
神
田
秀
樹
『
会
社
法
〔
第
二
七
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版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
二
五
年
）
七
五
頁
参
照
。

（
2
）　

伊
藤
靖
史
ほ
か
『
会
社
法
〔
第
六
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
五
年
）
六
八
頁
〔
田
中
亘
〕。
ま
た
、「
現
在
は
社
員
権
否
認
論
を
と
る

者
は
み
ら
れ
な
い
」（
髙
橋
美
加
『
会
社
法
〔
第
四
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
二
五
年
）
四
〇
頁
〔
久
保
田
安
彦
〕）
と
い
う
評
価
も
み
ら
れ

る
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
法
学
に
お
い
て
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
、「
自
益
権
」
と
「
共
益
権
」
に
対
応
す
る
用
語
は
存
在
し
な
い
よ
う
で

あ
る
。V

. M
. GERM

A
IN

 et V
. M

A
GN

IER, Les sociétés com
m

erciales, 23
e éd., 2022, LGD

J n
o 611 et s., p. 421 et s.

ド

イ
ツ
に
お
け
る
近
時
の
議
論
も
同
様
の
よ
う
で
あ
る
。
新
津
和
典
『
株
主
権
の
再
評
価
』（
成
文
堂
、
二
〇
二
〇
年
）
二
〇
頁
注（
3
）参

照
。

（
3
）　

も
っ
と
も
、
株
主
の
属
性
や
影
響
力
の
有
無
を
問
わ
ず
、
そ
の
よ
う
に
言
い
切
っ
て
よ
い
か
再
検
討
が
必
要
と
な
る
。
神
作
裕
之

「
現
代
に
お
け
る
株
主
権
の
意
義
と
課
題
」
東
京
株
式
懇
話
会
編
『
東
京
株
式
懇
話
会
90
周
年
記
念
講
演
録
集
』（
商
事
法
務
、
二
〇
二
二

年
）
一
三
二
頁
以
下
、
上
村
達
男
『
会
社
は
誰
の
た
め
に
あ
る
の
か
―
人
間
復
興
の
会
社
法
理
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
）
一
〇
二

頁
以
下
。
本
稿
が
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
議
論
を
取
り
上
げ
る
主
た
る
目
的
は
、
そ
の
属
性
や
影
響
力
（
持
株
比
率
）
に
よ
っ
て
、
株
主

は
議
決
権
の
行
使
に
際
し
て
一
定
の
目
的
に
拘
束
さ
れ
る
の
か
、
拘
束
さ
れ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
目
的
に
拘
束
さ
れ
る
の
か
、
そ
し

て
、
一
定
の
目
的
に
拘
束
さ
れ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
理
論
的
根
拠
に
よ
る
の
か
を
検
討
す
る
た
め
の
視
座
を
得
る
こ
と
に
あ

る
（
四
参
照
）。

（
4
）　

本
稿
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
法
用
語
の
翻
訳
は
、
基
本
的
に
山
口
俊
夫
編
『
フ
ラ
ン
ス
法
辞
典
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）

（
以
下
で
は
山
口
編
［
二
〇
〇
二
］
と
す
る
）
に
依
拠
す
る
。
こ
れ
と
は
異
な
る
翻
訳
を
採
用
す
る
際
に
は
そ
の
点
を
明
示
す
る
。

（
5
）　«

associé
»

に
つ
い
て
は
、
ソ
シ
エ
テ
契
約
の
当
事
者
と
し
て
「
社
員
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が

（
山
口
編
［
二
〇
〇
二
］
四
〇
頁
参
照
）、
本
稿
で
は
、
こ
の
概
念
に
関
す
る
近
時
に
お
け
る
最
も
詳
細
な
研
究
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で

き
る
、
石
川
真
衣
『
組
合
・
会
社
・
社
会
―
フ
ラ
ン
ス
会
社
法
に
お
け
る
ソ
シ
エ
テ
概
念
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
四
年
）
第
Ⅲ
部
〔
初

出
二
〇
一
九
年
〕（
以
下
で
は
石
川
［
二
〇
二
四
］
と
す
る
）
の
議
論
に
倣
い
、「
ア
ソ
シ
エ
」
と
い
う
片
仮
名
表
記
を
そ
の
ま
ま
用
い
る

こ
と
に
し
た
。

（
6
）　V

. P. LED
O

U
X

, Le droit de vote de l’actionnaire, LGD
J, 2002

（
以
下
で
はLED

O
U

X

［2002

］
と
す
る
）, p. 1-16. 

«
fonciton

»

に
つ
い
て
は
、
職
責
、
責
務
、
職
務
と
い
っ
た
訳
語
が
当
て
ら
れ
て
い
る
が
（
山
口
編
［
二
〇
〇
二
］
二
三
六
頁
）、
本
稿
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で
は
髙
秀
成
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
権
限
（pouvoir

）
と
財
産
管
理
」
慶
應
法
学
二
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
八
五
頁
（
以
下
で
は
髙

［
二
〇
一
二
］）
な
ど
の
先
行
研
究
に
倣
い
、「
職
分
」
の
用
語
を
選
択
し
た
。

（
7
）　René D

avid

の
博
士
論
文
（R. D

A
V

ID
, La protection des m

inorité dans les sociétés par actions, Sirey,1929.

以
下

で
はD

A
V

ID

［1929①

］
と
す
る
）
お
よ
び
雑
誌
論
文
（R. D

A
V

ID
, Le caractère social du droit de vote, Journal des 

société, 1929, p. 401 et s.

以
下
で
はD

A
V

ID

［1929②

］
と
す
る
）
で
あ
る
。

（
8
）　

権
利«

droit subjectif»

概
念
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
法
学
説
に
そ
の
議
論
の
端
緒
を
見
出
さ
れ
る
（V

. J. 
GH

EST
IN

 et H
. BA

RBIER, Introduction générale 5
e éd., t. 1, LGD

J, 2018, n
o 273, p. 211

（
以
下
で
はGH

EST
IN

 et 
BA

RBIER

［2018
］
と
す
る
）。
ま
た
、
権
利
の
存
在
を
否
定
（
否
認
）
す
る
彼
ら
の
議
論
は
、
権
利
本
質
論
や
法
人
理
論
に
も
影
響

を
与
え
る
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
法
哲
学
や
民
法
学
に
お
け
る
知
見
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
自
体
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。V

. J. 
RO

CH
FELD

, Les grands notions du droit privé, 3
e éd., PU

F, 2022, p. 205 et s.

（
9
）　

株
主
総
会
・
社
員
総
会
を
通
じ
た
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
行
使
の
限
界
の
問
題
（
資
本
多
数
決
濫
用
の
問
題
）
と
関
連
づ
け
ら

れ
て
議
論
さ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。
近
時
は
株
主
の
義
務«

devoir»

や
債
務«

obligation
»

の
問
題
と
し
て
関
連
付
け
ら
れ
て
議

論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。V
. R.D

U
M

O
N

T
, Les devoir de l’actionnaire, LGD

J, 2022, n
o 548 et s., p. 258 et s.; T

. 
D

U
CH

ESN
E, La responsabilité pour faute de l’actionnaire, LGD

J, 2023, n
o 164 et s., p. 158 et s.

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
で
は

二
〇
一
九
年
五
月
に
い
わ
ゆ
るPA

CT
E

法
（Loi n

o 2019-486 du 22‌ m
ai 2019 relative à la croissance et la transform

ation 
des entreprise

）
が
制
定
さ
れ
（
同
法
の
概
要
に
つ
い
て
、
石
川
真
衣
「
企
業
の
成
長
及
び
変
革
に
関
す
る
2​

0​

1​

9
年
5
月
22
日
の

法
律
第
2​

0​

1​

9
―

4​

8​

6
号
（PA

CT
E

法
）」
比
較
法
学
五
四
巻
二
号
（
二
〇
二
〇
年
）
九
一
頁
以
下
参
照
）、
民
法
典
一
八
三
三
条

が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ソ
シ
エ
テ
は
、
そ
の
「
ソ
シ
エ
テ
の
利
益
」
の
た
め
に
運
営
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
文
化

さ
れ
た
。
二
〇
一
九
年
民
法
改
正
以
降
、
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
の
行
使
と
「
ソ
シ
エ
テ
の
利
益
」
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。

（
10
）　

高
［
二
〇
一
二
］
一
〇
五
頁
。
同
様
の
記
述
と
し
て
、
髙
秀
成
「
財
産
管
理
と
権
利
論
」
吉
田
克
己
＝
片
山
直
也
編
『
財
の
多
様
化

と
民
法
学
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
四
年
）
五
四
二
頁
（
以
下
で
は
髙
［
二
〇
一
四
］
と
す
る
）。

（
11
）　E. GA

ILLA
RD

, Le pouvoir en droit privé, Econom
ica, 1985

（
以
下
で
はGA

ILLA
RD

［1985

］
と
す
る
）.

（
12
）　

株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
の
法
的
性
質
を
検
討
す
る
重
要
な
研
究
で
あ
る
、V

. T
. D

U
CH

ESN
E, La responsabilité pour 
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de l’actionnaire, LGD
J, 2023, n

os 178 et s., p. 167 et s.

ま
た
、
株
主
の
議
決
権
の
法
的
性
質
は«

droit subjectf»

で
あ
る
と
主

張
す
る
、LED

O
U

X

［2002

］
も
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
は
「
権
限
」
で
あ
る
と
す
る
論
者
の
筆
頭
と
し
てGaillard

を
挙
げ
る

（n
o X

Ⅷ
, p.13

）。

（
13
）　

本
稿
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
社
員
権
否
認
論
や
株
式
債
権
説
の
復
活
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
（
四
参
照
）。
も
っ
と
も
、

D
avid

を
契
機
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
学
に
お
け
る
株
主
・
ア
ソ
シ
エ
の
議
決
権
の
法
的
性
質
の
理
解
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
松
田
二
郎
の

株
式
債
権
説
（
松
田
二
郎
『
株
式
会
社
の
基
礎
理
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
二
年
）
三
九
頁
以
下
）
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い

え
る
。
山
田
泰
弘
＝
武
田
典
浩
「
特
集
・
2​

0​

2​

3
年
学
界
回
顧
／
会
社
法
・
金
融
商
品
取
引
法
」
法
律
時
報
九
五
巻
一
三
号
（
二
〇
二

三
年
）
一
一
一
頁
参
照
。

（
14
）　

わ
が
国
に
お
け
る
「
権
限
」
概
念
の
再
構
成
を
試
み
る
最
近
の
検
討
と
し
て
、
髙
秀
成
「「
権
限
」
と
は
何
か
」
法
学
教
室
五
二
六

号
（
二
〇
二
四
年
）
二
五
頁
以
下
（「
権
限
」
概
念
に
つ
い
て
、「
そ
の
中
核
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、「
他
人
効
」
な
い
し
「
他
益
的
性
格
」

「
目
的
拘
束
性
」
を
描
き
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
す
る
（
同
三
一
頁
））
が
あ
る
。

（
15
）　

念
の
た
め
付
言
し
て
お
く
と
、
本
稿
は
、
株
主
の
議
決
権
に
つ
い
て
「
職
分
」
や
「
権
限
」
と
し
て
把
握
す
べ
き
こ
と
（「
社
員
権

否
認
論
」
を
主
張
す
る
こ
と
）、
ひ
い
て
は
わ
が
国
に
お
け
る
自
律
的
な
「
権
限
」
法
理
を
確
立
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
16
）　

以
下
のD

avid

の
見
解
に
関
す
る
記
述
は
、
堀
井
拓
也
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
株
主
の
議
決
権
の
法
的
性
質
と
権
限
濫
用
法
理
」

法
学
研
究
九
六
巻
一
号
（
二
〇
二
三
年
）
三
八
九
頁
以
下
（
以
下
で
は
堀
井
［
二
〇
二
三
①
］
と
す
る
）
の
記
述
を
再
構
成
す
る
も
の
で

あ
る
。

（
17
）　D

A
V

ID

［1929

①
］n

o 44, p. 44-45.

（
18
）　D

A
V

ID

［1929

①
］n

o 44, p. 46.

（
19
）　D

A
V

ID

［1929

①
］n

o 46-54, p. 47-54.

（
20
）　
Ｊ
・
リ
ヴ
ェ
ロ
（
兼
子
仁
＝
磯
部
力
＝
小
早
川
光
郎
編
訳
）『
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
）
二
六
七
頁
。

（
21
）　D

A
V

ID

［1929

①
］n

o 38, p. 41‌

（
以
上
の
翻
訳
は
堀
井
［
二
〇
二
三
①
］
三
九
六
頁
を
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
）.

（
22
）　V

. D
A

V
ID

［1929

②
］p. 416.

（
23
）　V

. GA
ILLA

RD

［1985

］n
o 21, p. 22.
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（
24
）　Cass. com

. 18‌ avr. 1961, Bull. civ. Ⅲ
, n

o 175.

「
多
数
派
の
濫
用
」
と
い
う
用
語
法
に
つ
い
て
、
堀
井
［
二
〇
二
三
①
］
三
九

〇
頁
、
四
〇
一
―

四
〇
二
頁
を
参
照
。

（
25
）　

堀
井
［
二
〇
二
三
①
］
三
九
九
―

四
〇
〇
頁
参
照
。

（
26
）　V

. LED
O

U
X

［2002

］X
V

, p. 10.
（
27
）　

本
稿
で
概
観
す
るJosserand

の
議
論
は
、L. JO

SSERA
N

D
, D

e l’esprit des droits et de leur relativité : T
héorie dite 

de l’abus des droits, 2
e éd., D

alloz, 1939, réim
pr. 2006

（
以
下
で
は
、JO

SSERA
N

D

［1939

］
と
す
る
）
に
よ
る
。
同
書
の
概

観
と
し
て
、
山
口
俊
夫
「
ジ
ョ
ス
ラ
ン
／
権
利
の
精
神
と
そ
の
相
対
性
に
つ
い
て
」
伊
藤
正
己
『
法
学
者　

人
と
作
品
』（
日
本
評
論
社
、

一
九
八
五
年
）
一
五
一
頁
以
下
を
参
照
。
ま
た
、Josserand

と
こ
れ
に
対
す
るRipert

の
議
論
（G. Ripert, La régle m

orale 
dans les obligations civiles, 4

e éd., LGD
J, 1949.

）
に
つ
い
て
、
山
城
一
真
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
「
契
約
上
の
特
権
」
論
―
濫

用
論
の
文
脈
か
ら
」
都
筑
満
雄
ほ
か
編
『
後
藤
巻
則
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
・
民
法
・
消
費
者
法
理
論
の
展
開
』（
弘
文
堂
、
二
〇
二
二

年
）
三
二
六
―

三
二
七
頁
も
参
照
。Josserand

は
同
書
の
初
版
を
一
九
二
七
年
に
出
版
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
基
本
的
な
記
述
と
権

利
観
に
変
更
は
な
く
、
ま
た
、
本
稿
に
お
い
て
検
討
の
中
心
と
な
るGA

ILLA
RD

［1985

］
が
第
二
版
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

本
稿
に
お
い
て
も
第
二
版
の
記
述
を
引
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

（
28
）　

以
下
二
2
の
記
述
は
、
堀
井
拓
也
「René D

avid

の
議
決
権
理
論
と
権
限
濫
用
法
理
・
再
考
」
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
五
九
巻

一
号
（
二
〇
二
三
年
）
三
七
頁
以
下
（
特
に
五
五
頁
以
下
）（
以
下
で
は
堀
井
［
二
〇
二
三
②
］
と
す
る
）
を
再
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
29
）　JO

SSERA
N

D

［1939

］n
o 292, p. 394.

（
30
）　JO

SSERA
N

D

［1939

］n
o 292, p. 395

（
以
上
の
翻
訳
はJosserand

の
議
論
を
引
用
す
る
ジ
ャ
ン
・
ダ
バ
ン
（
水
波
朗
訳
）

『
権
利
論
』（
創
文
社
、
一
九
七
七
年
）
三
八
三
頁
（
以
下
で
は
水
波
［
一
九
七
七
］
と
す
る
）
に
よ
る
。
な
お«　

»

内
は
筆
者
が
補
っ

た
も
の
で
あ
る
）.

（
31
）　JO
SSERA

N
D

［1939

］n
o 305, p. 415.

「
利
己
的
な
権
利
」
と
「
利
他
的
な
権
利
」
と
い
う
訳
語
は
、
山
城
一
真
「
フ
ラ
ン
ス

法
に
お
け
る
「
契
約
上
の
特
権
論
」
―
権
限
論
の
文
脈
か
ら
―
」
早
稲
田
大
学
法
学
会
編
『
早
稲
田
大
学
法
学
会
百
周
年
記
念
論
文
集
・

第
二
巻　
民
事
法
編
』（
成
文
堂
、
二
〇
二
二
年
）
一
一
一
―

一
一
二
頁
（
以
下
で
は
山
城
［
二
〇
二
二
］
と
す
る
）
に
よ
る
。

（
32
）　JO

SSERA
N

D

［1939

］n
o 292, p. 395.
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（
33
）　V

. JO
SSERA

N
D

［1939

］n
o 300, p. 410. Josserand

は
こ
れ
を«

le detournem
ent de droit»

と
い
う
表
現
を
も
っ
て
表

す
。
ま
た
、Josserand

に
お
け
る
権
限
濫
用
法
理
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
、V

. JO
SSERA

N
D

［1939

］n
o 192 et s., p. 257 et s.

（
34
）　

特
にV

. D
A

V
ID

［1929

②
］p. 416

（「
議
決
権
の
相
対
性
と
い
う
考
え
方
は
、
議
決
権
を
職
分
と
み
な
す
あ
ら
ゆ
る
理
論
の
自

然
な
帰
結
で
あ
る
。
議
決
権
の
社
会
的
性
質«

caractère social»

は
、
議
決
権
者
に
付
与
さ
れ
た
権
限
の
濫
用«

détourner le 
pouvoir»

を
禁
じ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
論
じ
る
）.

（
35
）　

堀
井
［
二
〇
二
三
②
］
五
七
―

五
八
頁
参
照
。

（
36
）　A

. RO
U

A
ST

, Les droits discrétionnaires et les droits contrôlés, RT
D

 civ., 1944, p. 1-19

（
以
下
で
はRO

U
A

ST

［1944

］
と
す
る
）.
同
論
文
に
お
け
るRouast

の
権
利
論
に
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、
小
林
和
子
「
契
約
法
に
お
け
る
理
由
提
示
義
務

（
三
・
完
）」
一
橋
法
学
五
巻
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
四
二
頁
、
山
城
［
二
〇
二
二
］
一
一
一
頁
を
参
照
。

（
37
）　RO

U
A

ST

［1944

］n
o 12, p. 12.

（
38
）　RO

U
A

ST

［1944

］n
o 12, p. 8.

（
39
）　RO

U
A

ST

［1944

］n
o 11, p. 7.

（
40
）　RO

U
A

ST

［1944

］n
o 11, p. 7.

（
41
）　

フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
の
翻
訳
は
、
石
井
三
記
「【
資
料
】
一
七
八
九
年
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
試
訳
」
法
政
論
集
二
二
五
号
（
二
〇
一

四
年
）
七
六
頁
に
よ
る
。

（
42
）　

以
上
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
五
四
四
条
の
翻
訳
は
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
編
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
―
物
権
・
債
権
関
係

―
』（
法
曹
会
、
一
九
八
二
年
）
九
頁
に
よ
る
。

（
43
）　
「
覊
束
権
」
の
訳
は
山
城
［
二
〇
二
二
］
一
一
一
頁
に
よ
る
。

（
44
）　RO

U
A

ST

［1944

］n
o 11, p. 7.

（
45
）　J. D

A
BIN

, Le droit subjectif, D
alloz, 1952, réim

pr. 2008
（
以
下
で
はD

A
BIN

［1952

］
と
す
る
）.

同
書
の
翻
訳
と
し
て

水
波
［
一
九
七
七
］
が
あ
る
。
ま
た
、D

abin

の
権
利
論
に
関
す
る
近
時
の
研
究
と
し
て
、
髙
作
正
博
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

〈association

〉
と
〈pouvoir

〉」
琉
球
法
学
七
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
三
―

一
二
頁
（
以
下
で
は
髙
作
［
二
〇
〇
六
］）、
髙
［
二
〇
一

二
］
一
〇
〇
―

一
〇
三
頁
、
髙
［
二
〇
一
四
］
五
三
六
―

五
四
〇
頁
が
あ
る
。
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（
46
）　D

abin

に
よ
る
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
法
学
に
従
来
の
権
利
論
（
意
思
説
・
利
益
説
・
折
衷
説
）
の
批
判
に
つ
い
て
、V

. D
A

BIN

［1952

］p. 56-80

（
水
波
［
一
九
七
七
］
七
八
―

一
一
一
頁
参
照
）.

（
47
）　D

A
BIN

［1952

］p. 105

（
以
上
の
翻
訳
は
水
波
［
一
九
七
七
］
一
四
四
頁
に
よ
る
）.

（
48
）　D

A
BIN

［1952

］p. 217

（
以
上
の
訳
語
は
水
波
［
一
九
七
七
］
二
九
三
頁
に
よ
る
）.

（
49
）　D

A
BIN

［1952

］p. 217

（
以
上
の
翻
訳
は
水
波
［
一
九
七
七
］
二
九
三
頁
に
よ
る
）.

（
50
）　D

A
BIN

［1952

］p. 221

（
以
上
の
翻
訳
は
水
波
［
一
九
七
七
］
二
九
九
頁
に
よ
る
）.

（
51
）　D

A
BIN

［1952

］p. 244

（
以
上
の
翻
訳
は
水
波
［
一
九
七
七
］
三
〇
一
頁
に
よ
る
）.

（
52
）　D

A
BIN

［1952

］p. 249

（
以
上
の
翻
訳
は
水
波
［
一
九
七
七
］
三
三
四
―

三
三
五
頁
に
よ
る
。«　

»

内
は
筆
者
が
補
っ
た
も
の
で

あ
る
）.

（
53
）　D

A
BIN

［1952
］p. 224

（
以
上
の
翻
訳
は
水
波
［
一
九
七
七
］
三
〇
七
頁
注
12
に
よ
る
。«　

»

内
は
筆
者
が
補
っ
た
も
の
で
あ

る
）.

（
54
）　P. RO

U
BIER, D

roits subjectifs et situations juridiques, D
alloz, 1963 réim

pr. 2005

（
以
下
で
は
、RO

U
BIER

［1963

］

と
す
る
）.

同
書
に
お
け
るRoubier
の
権
利
論
に
つ
い
て
、
村
上
裕
章
『
行
政
訴
訟
の
基
礎
理
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
二
〇
五
―

二
〇
六
頁
〔
初
出
一
九
八
九
年
〕（
以
下
で
は
村
上
［
二
〇
〇
七
］
と
す
る
）、
髙
［
二
〇
一
二
］
一
〇
三
―

一
〇
五
頁
、
髙
［
二
〇
一
四
］

五
四
〇
―

五
四
二
頁
を
参
照
。

（
55
）　V

. GH
EST

IN
 et BA

RBIER

［2018

］n
o 278, p. 215.

（
56
）　

以
上
のRoubier

の
議
論
の
評
価
は
村
上
［
二
〇
〇
七
］
二
〇
五
頁
に
よ
る
。

（
57
）　«

situation juridique
»

を
「
法
的
地
位
」
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
村
上
［
二
〇
〇
七
］
二
〇
五
頁
に
よ
る
（「
主
観

的
法
的
地
位
」
と
「
客
観
的
法
的
地
位
」
の
訳
語
も
同
書
に
よ
る
）。

（
58
）　RO

U
BIER

［1963

］n
o 9, p. 73‌

（
以
上
の
翻
訳
は
村
上
［
二
〇
〇
七
］
二
〇
五
頁
に
よ
る
）.

（
59
）　

村
上
［
二
〇
〇
七
］
二
〇
五
頁
、
髙
［
二
〇
一
二
］
一
〇
三
頁
、
髙
［
二
〇
一
四
］
五
四
一
頁
。

（
60
）　RO

U
BIER

［1963

］n
o 6, p. 54.

（
61
）　RO

U
BIER

［1963

］n
o 2, p. 19.
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（
62
）　RO

U
BIER

［1963

］p. 177.
（
63
）　RO

U
BIER

［1963

］n
o 23, p. 190.

（
64
）　

髙
［
二
〇
一
二
］
一
〇
四
頁
、
髙
［
二
〇
一
四
］
五
四
一
頁
。

（
65
）　RO

U
BIER

［1963

］n
o 38, p. 331.

（
66
）　RO

U
BIER

［1963

］n
o 38, p. 331.

（
67
）　

以
上
の
よ
う
な
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、Gaillard

以
前
の
議
論
に
お
け
る
実
定
法
研
究
に

お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
区
別
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
。V

. J. V
ID

A
L, Essai d’une théorie générale de la fraude en droit 

français, D
alloz, 195 7, p. 342 ; M

. ST
O

RCK
, Essai sur le m

écanism
e de la representation dans les actes juridiques, 

LGD
J, 1982, n

os 176-181, p. 132-136.

（
68
）　

髙
［
二
〇
一
二
］
一
〇
五
―

一
〇
六
頁
。

（
69
）　

憲
法
学
者
に
よ
る
紹
介
・
検
討
と
し
て
髙
作
［
二
〇
〇
六
］
一
二
―

一
七
頁
、
民
法
学
者
に
よ
る
紹
介
・
検
討
と
し
て
小
林
［
二
〇

〇
六
］
二
三
八
―

二
四
七
頁
、
髙
［
二
〇
一
二
］
一
〇
五
―

一
〇
八
頁
、
髙
［
二
〇
一
四
］
五
四
二
―

五
四
四
頁
、
山
城
［
二
〇
二
二
］
一

一
〇
―

一
一
五
頁
が
あ
る
。

（
70
）　GA

ILLA
RD

［1985

］n
o 20, p. 21‌

（
以
上
の
翻
訳
は
髙
［
二
〇
一
二
］
一
〇
六
頁
に
よ
る
。«　

»

内
は
筆
者
が
補
っ
た
も
の
で

あ
る
）.

（
71
）　GA

ILLA
RD

［1985

］p. 232

（
以
上
の
翻
訳
は
髙
［
二
〇
一
二
］
一
〇
六
頁
、
髙
［
二
〇
一
四
］
五
四
三
頁
に
よ
る
。«　

»

内

は
筆
者
が
補
っ
た
も
の
で
あ
る
）.

（
72
）　

髙
［
二
〇
一
二
］
一
〇
六
頁
、
髙
［
二
〇
一
四
］
五
四
三
頁
参
照
。

（
73
）　GA

ILLA
RD

［1985

］n
o 22, p. 24.

（
74
）　GA

ILLA
RD

［1985

］n
o 32, p. 29.

（
75
）　GA

ILLA
RD

［1985

］n
o 33, p. 29.

以
上
のGaillard

の
権
利
観
に
つ
い
て
、
山
城
［
二
〇
二
二
］
一
一
二
頁
は
、「
リ
ペ
ー
ル

と
ジ
ョ
ス
ラ
ン
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
論
争
に
寄
せ
て
こ
れ
を
約
言
す
る
な
ら
ば
、
権
利
濫
用
の
規
制
原
理
に
つ
い
て
は
権
利
の
相
対
性

を
否
定
し
た
リ
ペ
ー
ル
の
構
想
を
支
持
し
、
権
限
濫
用
の
規
制
原
理
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
肯
定
し
た
ジ
ョ
ス
ラ
ン
の
構
想
を
支
持
す
る
も
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の
と
い
え
る
」
と
分
析
す
る
。

（
76
）　GA

ILLA
RD

［1985

］n
o 38, p. 34.

（
77
）　GA

ILLA
RD

［1985

］n
o 38, p. 34.

（
78
）　GA

ILLA
RD

［1985

］n
o 38, p. 34.

（
79
）　

以
上
の
翻
訳
は
、
神
田
秀
樹
「
資
本
多
数
決
と
株
主
間
の
利
害
調
整
（
三
）」
法
学
協
会
雑
誌
九
八
巻
一
〇
号
（
一
九
八
一
年
）
一

二
七
頁
に
よ
る
。

（
80
）　A

.-L.CH
A

M
PET

IER de RIBES-JU
ST

EA
U

, Les abus de m
ajorité, de m

inorité et d’égalité, D
alloz, 2010, n

o 251 
et s., p. 1 87 et s

（
以
下
で
はCH

A
M

PET
IER de RIBES-JU

ST
EA

U

［2010

］
と
す
る
）;

石
川
［
二
〇
二
四
］
一
七
六
―

一
七
七

頁
。

（
81
）　V

. GA
ILLA

RD
［1985

］n
o 42, p. 37.

（
82
）　V

. GA
ILLA

RD

［1985
］n

o 41, p. 36.

（
83
）　GA

ILLA
RD

［1985

］n
o 43, p. 37.

（
84
）　D

. SCH
M

ID
T

, Les droits de la m
inorité dans la société anonym

e, Sirey, 1970, n
o 234, p. 176.

（
85
）　GA

ILLA
RD

［1985

］n
o 85, p. 59.

（
86
）　GA

ILLA
RD

［1985

］n
o 85, p. 60.

（
87
）　GA

ILLA
RD

［1985

］n
o 85, p. 60.

（
88
）　GA

ILLA
RD

［1985

］n
o 86, p. 61.

（
89
）　Gaillard

が
言
及
す
る
よ
う
に
（V

. GA
ILLA

RD
［1985
］n

o 227, p. 145

）、
裁
判
例
に
お
い
て
こ
れ
が
最
初
に
問
題
と
さ
れ
た

の
は
一
九
五
〇
年
代
（CA

 Besançon, 5‌ juin 1957, D
., 1957. 605, note A

. D
alsace

）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
破
毀
院
判
決
に
よ
っ

て
「
多
数
派
の
濫
用
」
要
件
を
確
立
し
た
の
は
一
九
九
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
（
判
例
法
理
の
展
開
に
つ
い
て
、V

. CH
A

M
PET

IER 
de RIBES-JU

ST
EA

U

［2010

］n
o 146-158, p. 109-117

）。
ま
た
、«

abus de m
inorité

»

を
「
少
数
派
の
濫
用
」
と
把
握
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
石
川
［
二
〇
二
四
］
一
七
七
頁
。

（
90
）　GA

ILLA
RD

［1985

］n
o 227, p. 145.
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（
91
）　

財
産
管
理
に
関
す
る
諸
制
度
と
「
権
限
」
概
念
の
関
係
に
つ
い
て
、
髙
［
二
〇
一
二
］
参
照
。

（
92
）　

フ
ラ
ン
ス
民
法
学
に
お
け
る
思
考
様
式
と
法
的
カ
テ
ゴ
リ
の
機
能
に
つ
い
て
、
小
粥
太
郎
「
法
的
カ
テ
ゴ
リ
の
機
能
」
同
『
民
法
学

の
行
方
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
八
年
）
八
三
頁
以
下
を
参
照
。
同
八
五
頁
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
学
の
「
教
科
書
・
体
系
書
に
お
い
て
は
、

法
的
概
念
（la notion juridique

）
な
い
し
法
的
カ
テ
ゴ
リ
（la catégorie juridique

）
の
羅
列
、
分
類
、
隣
接
概
念
と
の
対
照
に
よ

る
精
緻
化
の
作
業
な
ど
が
、
丹
念
に
行
わ
れ
る
」
と
論
じ
る
。Gaillard

の
議
論
も
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
も
の
と
評

価
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
93
）　LED

O
U

X
［2002

］n
o 1, p. 17.




